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2024年度パチンコ・パチスロ依存問題対策実施状況報告書 

 

                        2025 年 6 月 16 日 

                        パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 

 

 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会（以下「21 世紀会」という。）は、2019 年 12 月

27 日制定の「パチンコ依存問題対策基本要綱」「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策

要綱」の規定に基づき、2024 年度における依存問題対策の実施状況について、以下のと

おり報告する。（以下各項枠内は「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」での規

定内容） 

 

 

１．リカバリーサポート・ネットワークの相談体制の強化及び機能拡充のための支援 

 

21 世紀会は、ぱちんこ依存問題相談機関リカバリーサポート・ネットワーク（以下

「RSN」という。）と連携を図り、RSN への相談状況に応じた適正な人員配置など、相

談体制・機能の充実・強化が図られるよう、引き続き支援を実施する。 

 

① 21 世紀会は、2024 年 6 月 26 日、RSN への 2024 年度（2024 年 7 月～2025 年 6 

月）分支援金額を 6,000 万円とすることを決議し、各所属団体が支援した。 

RSN からは、遊技産業の有志からの寄付による活動支援が約 1,500 万円あり、 

  年間約 9,000 万円程度の予算で活動を行っているとの報告を受けている。 

② 21 世紀会各所属団体は、RSN の理事会、総会に参加し、RSN の相談状況、相談 

 体制、事業計画等の把握に努めるとともに、意見交換を行った。 

③ 2024 年 7 月から 2025 年 3 月までに、遊技産業関連・ホール企業等 15 団体（のべ 

17回）100名が RSN事務所（沖縄）を訪れ、相談状況等の視察、情報共有及び意見 

交換を行った。 

④ RSN が 2021 年 4 月にスタートさせた e-ラーニング「パチンコ・パチスロ依存 

 問題基礎講座」（以下、「依存問題 e-ラーニング」という。）について、2025 年 3 

月末の登録法人数は 206、登録アカウント数は 1,683、ページ閲覧数は 505,023 であっ 

た。 

全日遊連は機関誌『遊報』において、「依存問題 e-ラーニング」の周知協力を行っ 

た。 
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２．「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の充実 

 

 21 世紀会は、パチンコへの依存防止対策の講習を受けた担当者としてホールに配置さ 

れている「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」（以下「アドバイザー」という。）

が活動しやすい環境を作るため、2021 年度までに「『安心パチンコ・パチスロアドバイ

ザー』活動の手引き（Q&A）」の内容を充実させるなど、アドバイザーの運用の改善方

策について検討・実施する。 

 

① アドバイザー講習会の総実施回数は 86 回（前年度比 37 回減）、受講者数 1,684 

人（前年度比 374 人減）となった。2025 年 3 月末現在における累計の講習会受講修 

了者総数は 47,289 人になった。 

   なお、全日遊連が組合員ホール向けに行っている「2024 年依存対策実施状況調査」 

の結果、1 名以上アドバイザーがいるホールの割合は 96.9％、実際にホールに配置 

されているアドバイザーの実数はホール数の減少により 20,411 人（前年度比 456 

人減）であった。 

 ② 21 世紀会は、メールアドレスを登録したアドバイザー講習会受講者に対して、現 

  場でアドバイザーとして活動するに当たって役立つ最新情報や依存問題対応事例を 

紹介するメールマガジンを 2020 年 4 月 1 日から月 1 回配信しており、2024 年度も

毎月 1 回、計 12 回（総計 60 回）配信した。 

なお、2025 年 3 月末日現在の登録者数は 14,573 人（前年度比 153 人増）であり、

全店舗に 1 名以上の登録アドバイザーが配置されている状況となっている。 

 

 

３．依存防止を啓発する広告・宣伝を推進するための全国的な指針の策定 

 

 21 世紀会は、依存防止啓発のために定めた共通標語「パチンコ・パチスロは適度に楽

しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。」を活用するほか、21 世紀会が 2015 年

に策定した「パチンコ店における依存（のめり込み）問題ガイドラインおよび運用マニ

ュアル」における広告・宣伝に係る規定を基に、2019 年度中に表現方法の基準等を盛り

込んだ広告・宣伝における全国的な指針を定める。 

 

 21 世紀会は 2020 年 3 月 30 日、「パチンコ店における依存問題対策ガイドライン」 

と付属マニュアル「広告・宣伝に係る共通標語の活用について」において、広告・宣 

伝における共通標語の表現方法の基準等を盛り込んだ全国的な指針を策定し、これら 

標語の使用促進に努めている。 

 「2024 年依存対策実施状況調査」の結果、 

  ・「依存問題対策ガイドライン」及び「付属マニュアル」を入手・保管して内容を 

確認しているホール……98.7％ 
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  ・共通標語「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しま 

しょう。」の使用率……97.1％ 

  ・新共通標語「パチンコ・パチスロは 18 歳になってから。」の使用率……88.0％ 

 となっており、指針に基づき各ホールが着実に実施している状況が確認できた。 

  なお、全日遊連では、標語のより一層の定着を目指し、引き続き、各都道府県組合 

に対し、組合員への標語の使用徹底を指導するよう、「依存対策実施状況調査」の都 

道府県組合別集計結果及び各組合員ホールの回答状況データを各都道府県組合に送付 

し、取組未実施の組合員に対する指導を要請した。 

 

 

４．18歳未満立入禁止対応の徹底 

 

 ホール事業者は、18 歳未満の者の立入禁止対応の徹底を図るため、掲示物を利用する

ほか、18 歳未満の可能性があると認められる者に対し、身分証明書等の年齢確認書類に

よる年齢確認を原則として実施することを、2019 年度中に、本要綱の付属規程に盛り込

む。 

 

  21 世紀会は 2020 年 3 月 30 日、「パチンコ店における依存問題対策ガイドライン」

と付属マニュアル「18 歳未満立入禁止対応について」において、18 歳未満入店時の年

齢確認書類（身分証明書等）による年齢確認対応例及び告知物によるお客様への注意

喚起について規定した。 

  「2024年依存対策実施状況調査」の結果、18歳未満の可能性があると認められる者

に対し、身分証明書等の年齢確認書類による年齢確認を原則として実施しているホー

ルは 99.9％であり、指針に基づき着実に実施されている状況が確認できた。 

  告知物によるお客様への注意喚起について、付属マニュアルにおいて使用を推奨し

ている告知物の使用率は、 

・警察庁作成の注意喚起表示 70.9％ 

・18 歳未満入場禁止ポスター 77.6％ 

・18 歳未満遊技禁止シール 81.9％ 

・年齢確認シート 73.8％ 

であり、今後も、18 歳未満の者の立入禁止対応の徹底を図るため、これら告知物の使

用促進を指導していく。 
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５．普及啓発の推進 

 

 21 世紀会は、毎年度「ギャンブル等依存症問題啓発週間」（5 月 14 日～5 月 20 日） 

を中心に、遊技客に対するリーフレットなどの啓発資料の配布等とともに、シンポジ 

ウム・講演会を開催するなど、パチンコへの依存問題やその対策について広く普及啓 

発を推進する。 

 

① 21 世紀会及び一般社団法人パチンコ･パチスロ社会貢献機構で構成するパチンコ・ 

パチスロ依存問題フォーラム実行委員会は、啓発週間告知のためのポスターを制作し 

て各ホールに配布するとともに各団体にデータ提供し、SNS（X＝旧 Twitter）による

告知を行った。 

  全日遊連では、提供されたデータに基づき A4 判ポスターを 10,000 枚印刷し、全日 

 遊連機関誌『遊報』2024 年 5 月号（発送件数 9,500 件）に 1 枚同封して、組合員ホー 

ルのほか、警察庁、都道府県警察本部、所轄警察署、一般マスコミ（新聞社、出版社 

等）等に発送するとともに、組合員ホールに対してはデータ配信も行い、デジタルサ 

イネージ等を含めたホール内での掲示を要請した。 

また、RSN 発行の『さくら通信』2024 年 4 月号に A4 判ポスターを同封して、全国 

の精神保健福祉センター、全国の新聞社、医療機関、相談機関、司法書士会、弁護士 

会、回復支援施設等約 870 か所に送付し、21 世紀会の行う依存問題啓発活動を関係機 

関に告知した。 

 こうした 21 世紀会による取組のほか、各ホールにおいてアドバイザーが、リーフレ 

ット等を活用して来店客に RSN、自己申告・家族申告プログラム、保健所・精神保健 

福祉センター等を紹介するなど、現場での取組に努めた。 

② 21 世紀会では、各加盟団体に内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部が作成した 

 「ギャンブル等依存症問題啓発週間」告知ポスター及び啓発動画（15 秒 音声あり／ 

 なしの 2 種類）のデータを提供し、告知協力を行った。 

全日遊連では、これらのデータを組合員に配信し、ホールでの告知協力を行った。 

③ 21 世紀会は 2024 年度も啓発活動を通年の取組とし、通年版の啓発ポスターを作成

するとともに、内閣官房作成の通年版ポスターとあわせて加盟団体にデータ提供し、

さらに公式 X による告知を行った。 

  全日遊連では、内閣官房から 10,000枚のポスターの提供を受け、21世紀会作成の通

年版ポスターとともに全日遊連機関誌『遊報』2024 年 6 月号に同封して、組合員ホー

ルのほか、関係各所に発送するとともに、組合員ホールに対してはデータ配信も行い、

デジタルサイネージ等を含めたホール内での掲示を要請した。 

④ 21 世紀会は 2024 年 5 月 14 日、「パチンコ・パチスロ依存問題特設サイト」を更新

し、依存問題啓発コンテンツのアーカイブに、大学生・新社会人など青少年向け及び

遊技者の家族向けのリーフレットを掲載した。 

⑤ 啓発活動全般の一般への告知は、2024年 5月 14日からパチンコ・パチスロ依存問題

フォーラム実行委員会公式 X アカウントにより、啓発週間の告知、特設サイトの紹介、
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WEBフォーラムのショート動画、パチンコ業界が取り組む依存問題対策のショート動画、

子どもの車内放置防止の呼びかけなどの情報発信を行った。2025 年 3 月末の累計イン

プレッション（表示数）は約 13 万 3,000 回であり、うち、WEB フォーラムの視聴回数

は約 1 万 1,300 回と、広く一般の方々へのパチンコ依存問題に関する普及啓発に資す

ることができた。 

⑥ 業界内部の啓発活動について、全日遊連では 2024年 4月 16日開催の全国理事会で、

RSN 西村直之代表理事から「IR 時代を迎える遊技業界に求められるもの」と題する講

演を聴講し、依存問題対策へのさらなる理解向上に努めた。 

  日遊協では、支部総会に有識者理事でもある公立諏訪東京理科大学の篠原菊紀教授

を招き、2 回の講演会を実施した。2024 年 9 月 27 日開催の東北支部総会での講演テー

マは「ギャンブル等依存に関する正しい知識」、2024 年 10 月 24 日開催の九州支部総

会でのテーマは「スマートＰＬＡＹスタイルはお客様の脳を守ります」。両講演の模

様はオンラインで全国の会員向けにライブ配信し、組織全体での知識の共有と啓発に

努めた。 

  一般社団法人ＭＩＲＡＩぱちんこ産業連盟では、ＲＧ研究部会を設置し、研究ノー

トの制作や RSN 相談員による講演会を通じて、依存問題対策について理解を深めると

ともに会員への浸透を図った。 

 

 

６．自己申告・家族申告プログラムの普及と改善 

 

 21世紀会は、2019年度中に、「自己申告・家族申告プログラム（本人または家族から

の申告に基づき、入店制限及び１日の遊技使用上限金額・遊技時間、1か月の遊技回数等

が設定値に達した場合に利用者に告知する制度）」の、更なる普及に向けた取組（導入

店舗の WEB サイトへの掲載等）を検討・実施するとともに、本人同意のない家族申告

に基づく入店制限プログラムについては、運用上の問題点を検討したうえで、導入を開

始する。 

また、2021 年度までに、同プログラムを利用し易い環境の構築、申告対象者が来店し

た際の把握を容易にする取組など、プログラムの実効性向上を図る。 

  

 

①  全日遊連では「自己申告・家族申告プログラム」導入促進のため各都道府県組合に

対し、理事会において未導入ホールに対する導入促進の要請を行うとともに、遊技産

業健全化推進機構による依存防止対策調査結果の文書連絡や機関誌『遊報』での

「『自己申告・家族申告プログラム』導入のお願い」記事の掲載などで、未導入ホー

ルが導入を進めるよう継続的に周知を行った。 

②  導入促進の結果、導入率は前年対比で 5.7％上昇し、2025 年 3 月末現在、全国で

6,149 店舗（導入率 93.9％）となった。 

  日遊協では「自己申告・家族申告プログラム」の導入店数を増やすため、昨年に引
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き続き、各都道府県組合に導入拡大に向けた協力依頼を行うとともに、要望に応じて

各都道府県組合の組合員向けに導入説明を行った。更に、導入情報を随時共有して団

体間の連携を強化したこと、各都道府県組合が以前にも増して強力に導入促進を進め

たことが導入店数増に大きく寄与した。また、ホール関係 4 団体のいずれにも所属し

ていない未導入ホールに対しても、個別にアプローチを行い導入拡大に繋げている。 

 

  導入店舗数、導入率は下表のとおり。 

 

年 月 ①総店舗数 ②導入店舗数 導入率②／① 

2024 年 3 月末 6,856 店舗 6,044 店舗 88.2％ 

2025 年 3 月末 6,549 店舗 6,149 店舗 93.9％ 

対前年比 －307 店舗 ＋105 店舗 ＋5.7％ 

 

③  日遊協では、チェーン店など複数店舗への申告に関する負担軽減策（一括申請の仕 

組み）について、既に実施中の会員企業の事例をもとに課題を整理し、マニュアル改 

正と申込書を作成した。また、WEB を活用した自己申告・家族申告プログラムの申請 

等に関し、チャットボット活用ついて検討した。本件は一括申請との兼ね合いもあ 

り、2024 年度も継続審議とした。 

また、個人認証システム等に関するものとして、貯玉会員機器を利用した自己申 

告・家族申告プログラムの運用の自動化等の進捗について、関係事業者へのヒアリン 

グを行った。 

④  自己申告・家族申告プログラムの申込人数については調査の結果、自己申告の上限

金額が 181 人（130 店舗）、上限回数が 178人（75 店舗）、上限時間が 99 人（48 店

舗）、入店制限が 1,438 人（785 店舗）、家族申告の入店制限（本人同意あり）が

788 人（432 店舗）、入店制限（本人同意なし）が 125 人（80 店舗）となり、自己申

告の入店制限申込者数が突出して多いものの、他のメニューも満遍なく利用されてい

る状況が確認できた。 

⑤  自己申告・家族申告プログラムの「自分自身で遊び方を決める」という行動の有用

性をよりわかりやすく伝えるため、専門家監修のもと、予め時間を決めて遊技するこ

とや時間に余裕のある時に遊技すること、遊技したことを周囲の人と共有することを

「スマート PLAY スタイル」と命名。解説チラシのデータを制作し、日遊協公式の X

にアップして呼びかけたり、日遊協ホームページ，21 世紀会の安心娯楽宣言ホーム

ページからダウンロードできるようにしたりするなど啓発を行った。 
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７．営業所の ATM及びデビットカードシステムの撤去等 

  

 21 世紀会は、2019 年度中に、営業所の ATM 及びデビットカードシステムの撤去等に

向けた検討に着手し、その結果に基づき、順次撤去等を推進することとする。 

 

 ATM 及びデビットカードシステムの設置店舗数について、それぞれの運営会社によ 

ると、2024 年度末の ATM 設置数は、年度初めと比較して約 0.1％減少、デビットカー

ドシステム設置数は、年度初めと比較して約 5.8％減少したとのことである。 

  また、ATM 運営会社は、従来から装備されている使い過ぎを抑制するための出金制

限（普通預金残高の範囲内でのみ出金し、１日及び１か月で出金額を上限）や、本人

の状況把握を目的とした注意、警告表示に加え、2019 年 3 月に１日の出金回数限度を

設け、更に 2020 年 4 月に本人の利用停止申告に基づいて同社が運営するすべての

ATM の利用停止措置を行う「自己申告制度」を導入した。 

2024 年度は同制度周知徹底を継続する為、7 月にリーフレットの掲示状況を確認し

て、希望する店舗へ補充を実施した。 

 

 

８．依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等に対する経済的支援の実施 

 

 21 世紀会は、「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」（ホール事業者の団

体である全日本遊技事業協同組合連合会等が設立した組織）を通じて、毎年度、依存問

題に取り組む民間団体等への助成を行う。同機構は、公募に基づく審査を行い、助成先

団体等を決定し、その実績について報告書を作成・公表する。 

 

① 一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構は、依存問題の予防と解決に取り組 

 む民間団体への助成について、公募に基づく審査を行い、2024 年度は以下の 6 団体に 

 合計 10,800,000 円を助成した。 

 

・特定非営利活動法人三重ダルク     2,000,000 円 

・一般社団法人リカバリーライフ     1,600,000 円 

・特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク    1,500,000 円 

・一般社団法人むら ワーカーズホーム          1,600,000 円 

・認定特定非営利活動法人ワンデーポート    1,500,000 円 

・日本自立準備ホーム協議会     1,200,000 円 

・一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ    1,400,000 円 

                           合計      10,800,000 円 

 

② 2024 年 1 月から 12 月までの 1 年間に実施された社会貢献活動を対象に同機構がま

とめた「2024 年社会貢献・社会還元実施状況調査結果」によると、各都道府県組合、
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各支部組合及び各組合員ホールが行った依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等

への寄付は 45 件 28,657,500 円であった。 

 

 

９．都道府県選定「依存症専門医療機関」の広報協力 

 

 ホール事業者は、2019 年度から、相談者からパチンコ・パチスロ依存における相談が

あった場合において、相談者から特に医療機関の紹介を求められたときは、都道府県等

が選定した「依存症専門医療機関」等の情報が掲載されている「依存症対策全国センタ

ー」のホームページ（https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/）

を紹介することとする。 

 

  21 世紀会は、2020 年 5 月、全国の保健所、精神保健福祉センター、依存症対策全国

センターホームページを QR コードで検索できるようにした「安心パチンコ・パチス

ロリーフレット」第 2 版を各ホールに配布し、お客様からの相談対応時に業界の取組

内容の説明や相談先（保健所、精神保健福祉センター、依存症対策全国センター）の

紹介等での活用に努めている。 

  上記のほか、21 世紀会のホームページ「安心娯楽宣言」の「パチンコ・パチスロ依

存問題特設サイト」では全国の保健所、精神保健福祉センター、依存症対策全国セン

ターのリンクを掲載している。 

また、パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム実行委員会公式 X で同リーフレット

の紹介を投稿するなど、WEB を使った告知活動を実施している。 

 

 

10．第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの評価・提言に基 

づく依存防止対策の見直しと改善 

   

 21 世紀会は、「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」（21 世紀会が 2019 年

1月に設置した、業界が取り組む各種依存対策についての諮問に対し評価・提言をする第

三者機関）に対し、毎年度、業界におけるパチンコ・パチスロ依存防止対策に関する評

価・提言が行われるよう取り組み、当該評価・提言に基づき、業界の依存防止対策を推

進する。 

 

  21 世紀会は、2019 年 1 月、パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議に「遊技業

界における現行の依存問題対策全般についての評価を得ること」との諮問を行い、有

識者会議から 2019 年 4 月に中間答申、2020 年 8 月に最終答申を受けた。 

  2020 年以降は毎年 10 月に 21 世紀会から「遊技業界における当該年度の依存問題対

策全般についての評価」を諮問し、翌年 8 月に有識者会議から答申「遊技業界におけ

る当該年度の依存問題対策全般についての評価及び提言」を受けて、パチンコ・パチ
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スロ依存問題対策の改善、強化につなげている。 

21 世紀会はこれら答申に基づき、2024 年度において以下の取組を行った。 

 

 ① 「業界の取組の状況について実態を把握することが必要ではないか」との提言に 

  ついて 

全日遊連において 2019 年より、組合員を対象に「依存対策実施状況調査」を毎 

  年実施し、各対策の実施状況を把握・分析するとともに、施策に反映している。 

 

 ② 「登録アドバイザー向けメールマガジンの内容が有用であることから、登録者数 

  を増やして、アドバイザー全員へメールマガジンを共有すべき」との提言について 

21 世紀会は 2022 年度に、アドバイザー講習会新規受講者に対するメールマガジ 

  ンの自動登録を行うとともに、「安心パチンコ・パチスロアドバイザーに関する規 

程」（2022 年 6 月 15 日施行）によりメールマガジンの登録を必須とし、21 世紀会 

ホームページに登録専用ページを開設した。 

さらに、全日遊連では「2022 年依存対策実施状況調査」の結果に基づき、アドバ

イザーが配置されているにもかかわらず登録がなされていないホールについては事

務局で必要な手続きを行い、全店舗に登録アドバイザーが配置されている状況とし

た。 

以上の取組の結果、2024 年度は新規受講者を自動登録することで、漏れなく登録

を行うことが可能となった。 

2025 年 3 月末日現在の登録者数は 14,573人（前年度比 153 人増）であり、全店舗

に登録アドバイザーが配置されている状況となっている。  

 

③ 「講習会受講修了者のなかには転職者や退職者もいるはずであり、講習会受講修 

了者が必ずしもアドバイザーの実数とは言えない。制度の実効性を高めるために 

も、アドバイザーの実人数を把握すべきである」との提言について 

   本提言を受け、2022 年より全日遊連が「依存対策実施状況調査」の際に調査を行 

っている。2024 年度調査の結果、アドバイザーの実数はホール数の減少により

20,411 人（前年度比 456 人減）であった。 

 

④ 「安心パチンコ・パチスロアドバイザーの今後の講習に求めたいのは終了後の受

講者を対象にした満足度調査で、有用であるとの回答が多ければ、受講 PRに活用で

きるし、参考意見が得られれば、講習会の内容のブラッシュアップに役立てること

ができる。」という提言について 

   2024 年 7 月、講習教材のフルリニューアルを行い、新教材への切り替えに伴い、 

受講者全員にアンケートを実施している。 

 

⑤ 「依存対策調査の結果、実施率が低いものについて、実施されない理由を調査 
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し、対策に役立てるべきであるとの提言」について 

 

 全日遊連では、2024 年「依存対策実施状況調査」において、実施されない理由を 

自由回答で求めた。「依存問題対策実施確認シートの確認を忘れていた。」「自己 

申告・家族申告プログラムは、今のところお客様からの相談がないから導入してい 

ない。」「依存対策全般について、管理者交代の際にうまく引き継ぎができなかっ 

た。」などの回答があり、これらを参考に、今後の依存対策の更なる徹底を図って 

いく。 

 

 

11．「一般社団法人遊技産業健全化推進機構」による依存防止対策実施状況調査の実施 

 

21世紀会は、2019年度中に、「一般社団法人遊技産業健全化推進機構」（誓約書を提

出したぱちんこ営業所に対して遊技機等の立入検査を定期的に実施している第三者機関）

に対し、ホールの依存防止対策の取組状況の調査を依頼し、その結果を踏まえて、ホー

ルにおける依存防止対策を推進する。 

 

  21 世紀会は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構に対し、ホールの依存防止対策 

 実施状況確認のための調査を依頼し、同機構は 2020 年 1 月より 2025 年 3 月末までに

総計 8,994 店舗（うち 2024 年度分は 1,036 店舗）に対し調査を実施した。 

  同機構によると、各調査項目で高い実施率となっており、第三者機関が行う現認調 

査においても、各ホールが着実に取り組んでいる状況が確認できた。 

 

 

12．各地域の包括的な連携協力体制への参画 

   

 各地域における業界関連団体は、各都道府県・政令指定都市が構築する各地域の包括

的連携協力体制に参画し、各地域の取組に関する情報共有に努め、普及啓発に関する広

報活動等に協力する。 

   

各都道府県のホールが加盟する遊技業協同組合は、都道府県等と連携・協力の下、

各地域の活動に参画した。各組合からの報告による 2024 年度中に実施された主な地域 

 連携活動は以下のとおり。 

 

・都道府県等のギャンブル等依存症対策にかかる協議会・連携会議等への参画 

（北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、 

千葉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、 

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、 

香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄  
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以上 47 組合 前年比 4 組合増） 

・都道府県等によるヒアリング・アンケート等への対応 

（北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、千葉、山梨、石川、滋賀、 

島根、愛媛、高知、長崎、大分、宮崎 以上 18 組合 前年比１組合増） 

  ・組合主催の依存問題に関するｾﾐﾅｰ、講演会等の開催 

（宮城、秋田、茨城、静岡、三重、京都、大阪、奈良、熊本 以上 9 組合 前年同 

数） 

  ・都道府県等主催の依存問題に関するセミナー、講演会等に参加 

（宮城、秋田、群馬、神奈川、富山、岐阜、三重、滋賀、奈良、島根、広島、愛媛、 

熊本、大分、沖縄 以上 15 組合 前年比 2 組合増） 

  ・保健所・精神保健福祉センター主催の依存問題関連イベントに参加 

（高知、福岡、佐賀、熊本 以上 4 組合 前年比 2 組合減） 

・都道府県等作成の依存問題啓発ポスター・チラシ等の広報協力 

（北海道、秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野、静岡、富 

山、石川、愛知、大阪、和歌山、鳥取、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、 

長崎、宮崎、鹿児島、沖縄 以上 27 組合 前年比 8 組合増） 

  ・組合による依存問題啓発の広報（新聞、ポスター、チラシ等） 

（青森、岩手、秋田、山形、茨城、山梨、長野、愛知、京都、兵庫、奈良、岡山、 

香川、佐賀、熊本、鹿児島、沖縄 以上 17 組合 前年比 4 組合増） 

  ・都道府県等作成の地域の相談窓口の連絡先の広報協力 

（北海道、秋田、栃木、群馬、千葉、神奈川、山梨、石川、岐阜、愛知、三重、大 

阪、和歌山、鳥取、広島、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島 以上 19 組合 前年比 5 組 

合増） 

  ・組合による地域の相談窓口の連絡先の広報物作成 

（山形、長野、香川 以上 3 組合 前年比 1 組合減） 

  ・精神保健福祉センター等での業界作成広報物の備置き・手交の依頼 

（群馬、千葉、静岡、富山、佐賀、長崎 以上 6 組合 前年同数） 

  ・地域の依存問題回復支援施設への寄付・助成（共同助成含む） 

（北海道、三重、兵庫、奈良、沖縄 以上 5 組合 前年同数） 

・ＮＨＫほかテレビ放送～県遊協主催アドバイザー研修会（秋田） 

・従業員教育の一環として、リカバリーサポート・ネットワークが開設した「パチ 

ンコ・パチスロ依存問題基礎講座」の登録利用促進を行い、登録率 100％を達成。 

（大阪） 

・ギャンブル依存症対策を推進すべく、都留文科大学の早野教授に対し、あらゆる 

ギャンブルを依存症の観点から分析するといった調査依頼を実施した。（大阪） 

・県主催の街頭キャンペーンに参加(香川) 
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13．リカバリーサポート・ネットワークの相談データの分析等による相談者の実態把握 

   

 21 世紀会はリカバリーサポート・ネットワーク（RSN）の協力を得て、毎年度、依存

問題を抱える相談者の実態把握を行い、公表する。 

 

  RSN は 2024 年 3 月 30 日、「2023 年ぱちんこ依存問題電話相談事業報告書」を公 

 開した。全日遊連は、機関誌『遊報』2024年 6月号において、RSN西村代表理事の寄

稿による同報告書に基づいた相談状況の概要を掲載した。 

なお、2025 年より報告書は Web による分割公開となり、2025 年 3 月 7 日に第一報

として「2024 年ぱちんこ依存問題電話相談事業報告書 Part1-2」を RSN のホームペー

ジで公開した。 

 

 

14．出玉規制を強化した遊技機の普及、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・

導入 

 

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」及び「遊技機の認定

及び型式の検定等に関する規則」の改正規則の経過措置が終了する 2021 年春までに、各

ホールにおいて、出玉規制が強化され射幸性が抑制された改正後の規則に適合する遊技

機に全て入れ替えることに万全を尽くす。（※） 

また、業界において、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の導入・普及に向けた検

討を引き続き継続する。 

 

21 世紀会は、改正規則の経過措置期間内に、出玉規制が強化され射幸性が抑制され

た改正後の規則に適合した遊技機に全て入れ替えることができるよう、業界をあげて

対応した。 

（※）2020 年 5 月、国家公安委員会規則が改正され、旧規則機の撤去にかかる経過措置

期間が延長された。これを受けて、21 世紀会は 2020 年 5 月、旧規則機の計画的な撤

去について決議を行い、同決議に基づき、各ホールが当該機器の撤去に取り組んだ。 

また、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入については、2022年 11月

よりスマート遊技機の導入を開始している。 

 

                

 以 上 


